
２平成 30 年 12 月 15 日　広報ふっさ　No.1013042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします

相談内容 実施日 時間 場所 備考
人権身の上相談
･行政相談 9 日㈬

午後1時 30分
～4時 30分

市役所 1階
第一相談室

予約制、先着6人（1人 30分）
※相談日 1 か月前から電話
で秘書広報課広報広聴係へ。

登記相談 10 日㈭
相続遺言等暮ら
しの手続き相談 8 日㈫

税務相談 24 日㈭

法律相談
11 日 ㈮ ･16
日 ㈬ ･23 日
㈬ ･30 日㈬

予約制、先着6人（1人 30分）
※相談日 6 日前から電話で
秘書広報課広報広聴係へ。

交通事故相談 17 日㈭ 午後1時 30分
～4時

予約制、先着3人（1人 45分）
※相談日 1 か月前から電話
で秘書広報課広報広聴係へ。
相談日以外は東京都都民の
声課☎ 03･5320･7733 へ。

少年相談 18 日㈮ 午前 9 時～午
後 4時 30分

予約制、警視庁八王子少年
セ ン タ ー ☎ 042･679･1082
へ。相談日当日は秘書広報
課広報広聴係へ。

介護保険相談 毎週月 ･ 火
･木・金曜日

午前 9時～午
後4時

市役所 1階
介護福祉課

介護福祉課介護保険係
☎ 551･1764

子ども相談 毎週
月～土曜日

午前8時 30分
～午後 5 時 15
分

子ども家庭支
援センター（子
ども応援館１
階）

子どもと家庭の相談 ･ 児童
虐待に関すること。
子ども家庭支援課☎ 539･2555

教育相談 毎週
月～土曜日

午前 8時 30分
～午後 5時15
分

教育相談室（子
ども応 援 館 2
階）

教育についての悩み全般に
関すること。※要事前予約
教育委員会教育相談室
☎ 551・7700

消費者相談 毎週月･水・
金曜日

午前10時～正
午、午後1時～
4時

消費者相談室
（もくせい会館）

シティセールス推進課産業
活性化グループ☎ 551･1699

事業資金相談 17 日㈭ 午後1時 30分
～3時 30分

商工会相談室
商工会☎ 551･2927 ※対象は
市内の小規模事業者

【そのほかの相談】市政 ･ 市民相談、国民年金相談、ひとり親家庭相談、健康相談、
育児相談（☎ 551･1511 市役所代表）、心の相談、成年後見制度相談、リハビリ
相談、権利擁護相談、心配ごと相談（☎ 552･5027 社会福祉協議会）

【問合せ】秘書広報課広報広聴係☎ 551･15291月の無料相談
※一部の相談は年始休業の都合により実施週を変更しています。

東
京
税
理
士
会
青
梅
支
部
「
無

料
税
務
相
談
会
」
の
お
知
ら
せ

　

税
理
士
が
、
税
に
関
す
る
ご

相
談
に
個
別
に
応
じ
ま
す
（
秘

密
厳
守
）。

【
日
時
】
1
月
15
日
㈫
午
後
1

時
30
分
～
4
時
30
分

【
場
所
】
市
役
所
1
階
第
一
相

談
室
（
秘
書
広
報
課
広
報
広
聴

係
内
）

【
定
員
】
6
人
※
予
約
先
着
順

【
申
込
み
】
秘
書
広
報
課
広
報

広
聴
係
☎
551
・

１
５
２
９
へ
。

※
土
・

日
・

祝
日
を
除
く

年
末
も
「
空
き
巣
狙
い
」「
ひ
っ

た
く
り
」「
す
り
」
に
注
意
！

　

年
末
は
、
買
い
物
な
ど
で
外

出
す
る
機
会
が
増
え
、
人
出
も

多
く
な
る
時
期
で
す
。
そ
の
た

め
、
空
き
巣
狙
い
、
ひ
っ
た
く

■新築家屋調査のお願い
　平成 30 年中に新築された家屋は、平成 31 年度から固定資産税 ･ 都

市計画税が課税されます。課税の根拠となる適正な価格（評価額）を

算出するため、家屋の外部および内部を調査させていただきます。

　調査がまだ済んでいない家屋につきましては、職員が調査のお願い

に伺いますので、ご協力をお願いします。調査は一般的な家屋の場合、

30 分程度で終了します。

■増築家屋について
　平成 30 年中に増築された家屋は、平成 31 年度から固定資産税 ･ 都

市計画税が課税されることになります。

　このため、増築部分の評価を行う必要があります。家屋を増築され

た方は、ご連絡ください。

■平成 30 年中に家屋を取り壊した場合
　取り壊した家屋の固定資産税・都市計画税が平成 31 年度から課税

されなくなりますので、ご連絡ください。

■平成 30 年中に家屋の用途が変更になった場合（店舗から居宅等）
　平成 31 年度から課税の計算方法が変わる場合がありますので、ご

連絡ください。

■住宅改修に対する固定資産税減額のお知らせ
　現在お住まいの住宅のうち、①耐震改修工事②バリアフリー改修工

事③省エネ改修工事のいずれかを行った場合、申告により固定資産税

が減額になる場合があります（都市計画税は減免されません）。

　詳しくは市ホームページをご覧いただくか、または課税課資産税係

へお問い合わせください。

【問合せ】課税課資産税係☎ 551・1614

り
、
す
り

な
ど
の
被

害
が
増
え

る
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
被
害

に
あ
わ
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

▼
次
の
こ
と
に
ご
注
意
く
だ
さ

い・

短
時
間
の
外
出
で
も
、
必
ず

す
べ
て
の
ド
ア
や
窓
に
鍵
を
か

け
る
。

・

道
を
歩
く
と
き
は
、
バ
ッ
グ

を
車
道
の
反
対
側
に
持
ち
、
後

方
に
自
転
車
や
オ
ー
ト
バ
イ
の

気
配
を
感
じ
た
ら
振
り
返
っ
て

確
認
す
る
な
ど
、
周
囲
に
注
意

す
る
。

・

自
転
車
の
カ
ゴ
に
は
、
ひ
っ

た
く
り
防
止
カ
バ
ー
・

ネ
ッ
ト

を
つ
け
る
。

・

人
混
み
で
は
、
バ
ッ
グ
を
常

に
し
っ
か
り
と
持
つ
。

※
不
審
な
人
を
見
か
け
た
ら
、

警
察
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
安
全
安
心
ま
ち

づ
く
り
課
地
域
安
全
係
☎
551
・

１
６
９
１

課
税
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
に

つ
い
て

　

法
令
に
よ
り
、
1
月
1
日
現

在
、
給
与
の
支
払
い
を
す
る
者

で
、
所
得
税
を
徴
収
す
る
義
務

が
あ
る
給
与
支
払
者
は
、
1
月

31
日
ま
で
に
給
与
受
給
者
の
前

年
中
の
給
与
所
得
の
金
額
そ
の

他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
給

与
支
払
報
告
書
を
1
月
1
日
現

在
の
住
所
地
の
市
町
村
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

給
与
支
払
者
に
よ
る
給
与
支

払
報
告
書
の
提
出
が
さ
れ
な
い

場
合
に
は
、
給
与
受
給
者
が
未

申
告
と
な
り
、
課
税
等
の
証
明

発
行
が
さ
れ
な
い
こ
と
や
適
正

な
課
税
が
さ
れ
な
い
こ
と
と
な

り
ま
す
。

　

な
お
、「
給
与
支
払
報
告
書

を
提
出
し
な
か
っ
た
者
又
は
虚

偽
の
記
載
を
し
た
給
与
支
払
報

告
書
を
提
出
し
た
者
」
は
、
法

令
違
反
と
な
り
ま
す
。

▼
特
別
徴
収
の
推
進
に
つ
い
て

　

年
度
の
初
日
に
給
与
の
支
払

を
す
る
者
で
所
得
税
を
源
泉
徴

収
す
る
義
務
が
あ
る
給
与
支
払

者
は
、
従
業
員
の
個
人
住
民
税

を
特
別
徴
収
に
よ
り
納
入
す
る

こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
納
税
の
公
平
性
と

納
税
者
の
利
便
性
を
図
る
た

め
、
ご
理
解
・

ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。
な
お
、
東
京
都
62

区
市
町
村
で
も
特
別
徴
収
の
推

進
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
特
別
徴
収
と
は
、
事
業
所
（
給

与
支
払
者
）
が
、
従
業
員
の
毎

月
の
給
与
か
ら
住
民
税
を
特
別

徴
収
（
給
与
差
し
引
き
）
し
て
、

市
町
村
に
納
め
て
い
た
だ
く
制

度
で
す
。

▼
従
業
員
の
方
の
メ
リ
ッ
ト

　

年
4
回
払
い
よ
り
、
年
12
回

払
い
の
特
別
徴
収
の
方
が
、
1

回
あ
た
り
の
納
付
額
が
少
な
く

な
り
ま
す
。
ま
た
、
毎
月
給
与

か
ら
差
し
引
き
さ
れ
る
た
め
、

納
め
忘
れ
が
な
く
な
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
課
税
課
市
民
税
係

☎
551
・

１
６
１
０

年
金
だ
よ
り

▼
源
泉
徴
収
票
が
送
付
さ
れ
ま

す
　

老
齢
年
金
は
、
所
得
税
法
上

の
雑
所
得
と
し
て
課
税
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

65
歳
未
満
の
方
で
老
齢
年
金

の
額
が
108
万
円
以
上
の
方
や
、

65
歳
以
上
の
方
で
老
齢
年
金
の

額
が
158
万
円
以
上
の
方
は
、
所

得
税
を
年
金
か
ら
源
泉
徴
収
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

老
齢
年
金
を
受
け
取
ら
れ
て

い
る
方
に
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
「
源
泉
徴
収
票
」
が
1
月

下
旬
に
送
付
さ
れ
る
予
定
で
す

の
で
、
確
定
申
告
等
の
際
に
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

　

も
し
「
源
泉
徴
収
票
」
を
紛

失
さ
れ
た
場
合
は
再
発
行
が
で

き
ま
す
の
で
、
年
金
事
務
所
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
障
害
年
金
・

遺
族
年
金
は
非

課
税
で
す
の
で
、
源
泉
徴
収
票

の
送
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
】・
ね

ん

き

ん

ダ

イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
・

05
・

１
１
６
５

・

青
梅
年
金
事
務
所
☎
０
４
２ 

８
・

30
・

３
４
１
０

国
民
健
康
保
険
税
・

後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料

の
納
付
額
確
認
に
つ
い
て

　

年
末
調
整
お
よ
び
確
定
申
告

に
用
い
る
国
民
健
康
保
険
税
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介

護
保
険
料
の
納
付
額
に
関
す
る

電
話
で
の
問
合
せ
は
、
個
人
情

報
保
護
の
観
点
か
ら
、
お
受
け

し
て
い
ま
せ
ん
。
納
付
額
を
確

認
す
る
場
合
は
、
身
分
証
明
書

を
持
参
し
、
市
役
所
１
階
３
番

収
納
課
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
納
税
義
務
者
と
別
世

帯
の
方
が
来
庁
さ
れ
る
場
合

は
、
身
分
証
明
書
に
加
え
、
納

税
義
務
者
か
ら
の
委
任
状
が
必

要
で
す
。

【
問
合
せ
】・
収
納
課
☎
551
・

１
５
７
８

・

保
険
年
金
課
保
険
年
金
係 

☎
551
・

１
６
４
０

・

保
険
年
金
課
後
期
高
齢
医
療

係
☎
551
・

１
７
６
７

・

介
護
福
祉
課
介
護
保
険
係 

☎
551
・

１
７
６
４

固定資産に関するお知らせ

福
生
市
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る

寄
附
金
（
ふ
る
さ
と
納
税
）

　

11

月

１

日

か

ら

30

日

ま

で

の

間
に
小こ

ば
や
し
か
ず
と

林
和
人
様
ほ
か
匿
名
２

名
の
方
か
ら
25
万
８
，
０
０
０

円
の
ご
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
寄
附
金
は
、
寄
附
者
の
ご

希
望
等
に
応
じ
、
有
効
に
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
平
成
30
年
度
累
計
26
件
・

290
万
８
，
４
５
４
円
）

【
問
合
せ
】
契
約
管
財
課
管
財

係
☎
551
・

１
５
３
５

納税は　納期内で　元気な福生


